
 

令和 7 年度 

真室川町職員採用試験（統一試験）受験案内 
                     令和 7 年 6 月 25 日 

真 室 川 町 役 場 

 

 

○受 付 期 間  令和 7 年 6 月 25 日（水）～令和 7 年 8 月 5 日（火） 

           午前８時３０分～午後５時（土・日・祝日を除く。）必着 

 

○第１次試験日  令和 7 年 9 月 21 日（日） 

 

 

採用予定年月日  令和 8 年 4月 1 日 

 

 

採用職種、採用人員、職務内容、受験資格 

 

採用職種 採用人員 職務内容及び受験資格 

一 般 行 政 若干名 

・真室川町で行政事務に従事します。 

・平成１１年４月２日以後に生まれた方（令和８年４月１日

において満２６歳以下の方）で、高等学校卒業（見込）以

上の学歴を有する方 

一 般 行 政

（社会人枠） 
若干名 

・真室川町で行政事務に従事します。 

・昭和６０年４月２日以後に生まれた方（令和８年４月１日

において満４０歳以下の方）で、民間企業等の正職員とし

て５年以上継続した職務経験を有する方 

保 健 師 若干名 

・真室川町で保健業務に従事します。 

・平成１１年４月２日以後に生まれた方（令和８年４月１日

において満２６歳以下の方）で、採用予定年月日において

保健師の資格を保有もしくは取得見込みの方       

保 健 師 

（社会人枠） 
若干名 

・真室川町で保健業務に従事します。 

・昭和６０年４月２日以後に生まれた方（令和８年４月１日

において満４０歳以下の方）で、保健師の資格を保有し、

保健師として５年以上継続した勤務経験を有する方      

 

看 護 師 

 

若干名 

・町立真室川病院で看護業務に従事します。 

・昭和４５年４月２日以後に生まれた方（令和８年４月１日

において満５５歳以下の方）で、採用予定年月日において

看護師の免許を保有もしくは取得見込みの方 

 



注意事項  

 

次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

（１）日本の国籍を有しない者 

（２）地方公務員法第１６条に該当する者 

  ◇ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

◇ 真室川町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  ◇ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

採用職種・試験日時・試験種目・試験会場 

 

試験 採用職種 試 験 日 時 試験種目 試験会場 

 

 

 

 

 

 

 

第１次 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 般 行 政 

保  健  師 
 

９月２１日（日） 

９：００～１４：３０ 

教養試験（２時間） 

作文試験（１時間） 

適応性検査（１時間） 

真室川町役場 

一 般 行 政 

(社 会 人 枠 ) 

保  健  師 

(社 会 人 枠 ) 

９月２１日（日） 
９：００～１０：３０ 

職務能力試験 
（１時間） 

職務適応性検査 
   （２０分） 

真室川町役場 

 
看  護  師 試験実施なし。（第２次試験のみ） 

◇第１次試験は、試験開始３０分前から受付を開始します。 

◇各試験当日は、筆記用具(ＨＢ鉛筆、消しゴム、鉛筆削り等)を持参して下さい。 

◇当日午後の部は、昼食休憩をはさんで実施します。 

第２次 １０月下旬実施。（１０月上旬まで第１次合格者に通知します。） 
真室川町役場 

（予定） 

 

試験内容 

 

試 験 試験種目 内    容 

第１次 

 

教養試験 
（多肢選択式） 

時事、社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断

推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能の試験 

（高校卒業程度の内容となります。） 

作文試験 
テーマに対する理解力や論理力、文章による表現力、語彙等の国語

能力について記述式による作文試験（テーマは当日発表） 

適応性検査 
公務員としての職業生活への適応性について、職務への対応や対人

関係面での性格特性をみる検査 



職務能力試

験 
（社会人枠） 

論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分

析する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な

試験 

職務適応性

検査 
（社会人枠） 

職務に対する適応性を測定し分析するための検査 

第２次 

人物試験 個別面接による試験 

健康診査 
職務遂行に必要な健康度の検査（所定様式による医療機関の健康診

断書の提出を求め、検査にかえます。） 

 

 

 

受験の手続き 

 

（１）受験申込書の請求 

  

 ◇ 真室川町ホームページ又は「やまがた e 申請ポータルサイト」（山形県）から取得

することができます。（受験申込書は両面印刷してください。） 

 

◇ 下記の場所でも直接交付します。 

真室川町役場総務課、福祉課（総合保健施設・町立病院内）、各地区総合施設 

 

（２）受験申込及び受験票の交付 

 

◇ 受験申込書用紙に必要事項を記入し、次の書類とともに真室川町役場総務課に提出

してください。 

① 写真２枚（１枚は受験申込書に貼付。１枚は受験票用に添付のこと。サイズは

受験申込書記載のとおり。申込前３ヶ月以内撮影、脱帽上半身正面向、写真台紙

に印刷されたもの） 

② 最終卒業学校（高校・短大・大学）の卒業証書の写し（卒業見込みの方は、卒

業見込証明書を添付）及び資格免許の写し 

 

◇ 郵送により申し込む場合は、封筒の表に「受験申込」と朱書きし、８月５日（火）

午後５時まで必ず到着するように郵送してください。それ以後は受理しません。 

 

◇ 受験申込書の記載事項、写真、添付書類に不備がある場合は受理しません。 

 

◇ 受験申込書を受理した場合は、受付期間終了後に受験票を郵送により交付します。 

試験当日、受験票を持参しない方は、受験できませんのでご注意ください。 

 

◇ 第１次試験は、新庄市や最上郡内町村と同日の「統一試験」となります。 

 

 

 

 

 



 

合格者の発表 

 

 各試験の合否は、受験者全員に書面で通知します。 

 

（１）第１次試験合格者発表  １０月上旬予定 

 

（２）最終合格者発表     １１月下旬予定 

 

採用内定から採用まで 

 

◇ 第２次試験合格（採用内定）通知後、個別に連絡します。 

 

◇ 採用が内定しても、卒業見込みの者が卒業できなかった場合や必要な資格及び免許

が取得できなかった場合は、採用を取り消します。 

 

給与等 

 

◇ 給与は、職員の給与に関する条例及び規則等に基づいて支給されます。 

 

  ◇ その他、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当等

のそれぞれの支給要件に応じて支給されます。 

 

勤務時間及び有給休暇等 

 

  ◇ 勤務時間は、通常平日の８時３０分から１７時１５分までとなっており、週休２日

制を取り入れていますが、看護師業務は、日勤、準夜勤、深夜勤などの交代制勤務と

なる場合があります。 

また、年次有給休暇、年末年始休のほか、病気休暇、夏季休暇、結婚休暇、出産休

暇、子の看護休暇など有給の特別休暇や、無給の育児休業、介護休業などの休暇制度

が条例で定められています。 

 

人事行政の運営等の状況を町ホームページにおいて毎年公表しています。こちらも

ご覧ください。https://www.town.mamurogawa.yamagata.jp/ 

 

 

申込み先・問い合わせ先   

 

〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町 124 番 4 

 真室川町役場総務課（総務係） 

     TEL 0233-62-2111 内線 211 


